
門真市更生保護サポートセンターの概要 

・目的：下記団体等の連携強化 

               門真地区保護司会 

    更生保護関係団体   門真地区更生保護女性会 

               門真地区協力雇用主会 

               BBS(現在活動休止) 

        地域内関係機関・団体 

    地域住民 

・位置づけ 

         

 

                 

 

 

 

              

           

         企画調整保護司＊1                            

        

・組織                      構成：更生保護関係団体の会員 

                 

 

 

 

 

 

 

・事業：運営規則第 11 条 

・運営：企画調整保護司の駐在及び役割 

(１) 地域における関係機関・団体との連絡・協議の実施 

(２) 地域住民に対する更生保護の諸活動の情報提供 

(３) 更生保護関係団体の研修・会議等の実施 

(４) 保護観察対象者との面接場所の提供 

(５) 保護司会運営のための会議場所の提供 

   (６) その他更生保護に関する活動の実施 

・開設場所等 住所 門真市大字北島 546 番地  門真市民プラザ内 

       電話０７２‐８００‐０１５１／FAX０７２‐８００‐０１５２ 

       ＰＣメール saposenkadoma@circus.ocn.ne.jp 

開設日 月曜～金曜 午前 10 時～午後４時  
備考 

＊1 企画調整保護司とは、当地区保護司会(保護司概ね 10 年以上の保護司経験者)の中から会長の

推薦により大阪保護観察所長が指名する。 
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運営委員会      ＜委員： 企画調整保護司・他＞ 
     役員  運営委員長(1)  (門真地区保護司会会長兼務) 
         副運営委員長(1) 
                  会計(1) 
                  事務局(2) 
                  監事(1) 


